
  社 援 発 1227 第 ４ 号 

令和６年 12 月 27 日 
 都道府県知事 

各 指定都市市長  殿 

  中核市市長  
厚生労働省社会・援護局長 

（ 公 印 省 略 ）  
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する 
法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について（公布通知）  
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（令和６年厚生労働省令第164号）

が別添１のとおり本日公布されたところです。 
本改正の趣旨及び内容のうち、当局所管のものは下記のとおりであるので、十分御了知の

上、貴管内関係者へ周知いただきますようお願いします。 
 

記  
１ 改正の趣旨 

別添２のとおり地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（令和６年法律第53号。以下「第14次地方分権一括法」という。）によ

る栄養士法（昭和22年法律第245号）の改正により、管理栄養士養成施設の卒業者は、栄養

士でなくとも、管理栄養士国家試験を受けることができることとされた（令和７年４月１日

施行）。 

現行の厚生労働省関係省令の規定の中には、施設の人員配置基準等において、単に「栄養

士」とのみ規定しているものがあるが、現行の管理栄養士は、栄養士免許を受けた者でもあ

るため、全てこの「栄養士」に該当することとなっている。管理栄養士については、上記の

栄養士法改正により、栄養士免許を受けていない者でも管理栄養士免許を受け得ることとな

ったため、こうした管理栄養士についても前記の規定の対象となるよう、所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

 下記の規定において、「栄養士」の配置を求めている部分につき、「管理栄養士」を追加

することとする。 

 

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示



◎救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準（昭和41年

厚生省令第18号） 

条項 改正の概要 

第 11条第１項第６号 救護施設・更生施設に配置するべき職員のうち、「栄養士」

について「栄養士又は管理栄養士」とする。 第 19条第１項第６号 

 上記条項については、生活保護法（昭和25年法律第144号）第 39条第２項第１号に掲

げる保護施設に配置する職員及び員数に関する事項として、都道府県が保護施設の設備及

び運営に関する条例を定めるに当たって従うべき基準である。 

 

◎女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準（令和５年厚生労働省令第36号） 

条項 改正の概要 

第９条第１項第３号 女性自立支援施設に配置するべき職員のうち、「栄養士」に

ついて「栄養士若しくは管理栄養士」とする。 

 上記条項については、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 65 条第２項第１号に掲

げる社会福祉施設に配置する職員及びその員数に関する事項として、都道府県が女性自立

支援施設の設備及び運営に関する条例を定めるに当たって従うべき基準である。 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日（第14次地方分権一括法による栄養士法の改正の施行日） 

 

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示



地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
事
業
附
属
寄
宿
舎
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

事
業
附
属
寄
宿
舎
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二
十
六
条

一
回
三
百
食
以
上
の
給
食
を
行
う
場
合
に
は
、
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
置
か
な
け
れ
ば

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
な
ら

な
い
。

第
二
十
六
条

一
回
三
百
食
以
上
の
給
食
を
行
う
場
合
に
は
、
栄
養
士
を
お
か
な
け
れ
ば

�
�
�
�
�
�
�
�
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
四
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め

る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿



別添１



（
栄
養
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

栄
養
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
十
七
（
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
関
係
）

別
表
第
十
七
（
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
関
係
）

一

食
品
衛
生
責
任
者
等
の
選
任

一

食
品
衛
生
責
任
者
等
の
選
任

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

食
品
衛
生
責
任
者
は
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
こ
と
。

ロ

食
品
衛
生
責
任
者
は
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
こ
と
。

�

（
略
）

�

（
略
）

�

調
理
師
、
製
菓
衛
生
師
、
栄
養
士
、
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
��
、
船
舶
料
理
士
、
と
畜
場
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

第
百
十
四
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
衛
生
管
理
責
任
者
若
し
く
は
同
法
第
十
条
に
規
定
す
る
作
業
衛
生
責

任
者
又
は
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十

二
条
に
規
定
す
る
食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者

�

調
理
師
、
製
菓
衛
生
師
、
栄
養
士
、
船
舶
料
理
士
、
と
畜
場
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）

第
七
条
に
規
定
す
る
衛
生
管
理
責
任
者
若
し
く
は
同
法
第
十
条
に
規
定
す
る
作
業
衛
生
責
任
者
又
は
食
鳥

処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す

る
食
鳥
処
理
衛
生
管
理
者

�

（
略
）

�

（
略
）

ハ
〜
ヘ

（
略
）

ハ
〜
ヘ

（
略
）

二
〜
十
四

（
略
）

二
〜
十
四

（
略
）

（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
九
条
の
十

法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
に
お
け
る
患
者
、
妊
婦
、
産
婦
又
は
じ
よ
く
婦
の

食
事
の
提
供
（
以
下
「
患
者
等
給
食
」
と
い
う
。
）
の
業
務
を
適
正
に
行
う
能
力
の
あ
る
者
の
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

第
九
条
の
十

法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
に
お
け
る
患
者
、
妊
婦
、
産
婦
又
は
じ
よ
く
婦
の

食
事
の
提
供
（
以
下
「
患
者
等
給
食
」
と
い
う
。
）
の
業
務
を
適
正
に
行
う
能
力
の
あ
る
者
の
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

調
理
業
務
を
受
託
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
（
献
立
表
の
作
成
業
務
を
受
託
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
治
療
食
（
治
療
又
は
健
康
の
回
復
の
た
め
の
食
事
を
い
う
。
）
に
関
す
る
知
識
及
び
技

能
を
有
す
る
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
と
す
る
。
）
が
受
託
業
務
を
行
う
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

三

調
理
業
務
を
受
託
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
栄
養
士
（
献
立
表
の
作
成
業
務
を
受
託
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
治
療
食
（
治
療
又
は
健
康
の
回
復
の
た
め
の
食
事
を
い
う
。
）
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
栄
養

士
と
す
る
。
）
が
受
託
業
務
を
行
う
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

四
〜
十
三

（
略
）

四
〜
十
三

（
略
）

（
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
五
条

救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
十
一
条

救
護
施
設
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の

全
部
を
委
託
す
る
救
護
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
七
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条

救
護
施
設
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の

全
部
を
委
託
す
る
救
護
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
七
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

六

栄
養
士

七

（
略
）

七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
十
九
条

更
生
施
設
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の

全
部
を
委
託
す
る
更
生
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
七
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
条

更
生
施
設
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の

全
部
を
委
託
す
る
更
生
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
七
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

六

栄
養
士

七

（
略
）

七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
六
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
十
二
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
併
設
す
る
入
所
定
員
五
十
人
未
満
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
併
設
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
効
果
的
な
運
営
を
期

待
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
第
六
号
の
栄
養
士

又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
つ
て
は
第
七
号
の
調
理
員
を
置

か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
併
設
す
る
入
所
定
員
五
十
人
未
満
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
併
設
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
の
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
第
六
号
の
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の

全
部
を
委
託
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
つ
て
は
第
七
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

一
以
上

六

栄
養
士

一
以
上

七

（
略
）

七

（
略
）

２
〜
11

（
略
）

２
〜
11

（
略
）

12

第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
生
活

相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

本
体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ

イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

12

第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
生
活

相
談
員
、
栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本
体
施
設
の
場
合
に
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

養
護
老
人
ホ
ー
ム

生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職

員

一

養
護
老
人
ホ
ー
ム

生
活
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員

二

介
護
老
人
保
健
施
設

支
援
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の

従
業
者

二

介
護
老
人
保
健
施
設

支
援
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
従
業
者

三

介
護
医
療
院

栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
従
業
者

三

介
護
医
療
院

栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
従
業
者

四

病
院

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
（
病
床
数
百
以
上
の
病
院
の
場
合
に
限
る
。
）

四

病
院

栄
養
士
（
病
床
数
百
以
上
の
病
院
の
場
合
に
限
る
。
）

五

（
略
）

五

（
略
）

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
）

（
栄
養
士
）

第
六
百
三
十
二
条

事
業
者
は
、
事
業
場
に
お
い
て
、
労
働
者
に
対
し
、
一
回
百
食
以
上
又
は
一
日
二
百
五
十
食

以
上
の
給
食
を
行
う
���
と
き
は
、
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
を
置
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
百
三
十
二
条

事
業
者
は
、
事
業
場
に
お
い
て
、
労
働
者
に
対
し
、
一
回
百
食
以
上
又
は
一
日
二
百
五
十
食

以
上
の
給
食
を
行
な
う

�
�
�
��
と
き
は
、
栄
養
士
を
置
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

事
業
者
は
、
前
項
の

�
�
�
��
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
が
、
食
品
材
料
の
調
査
又
は
選
択
、
献
立
の
作
成
、
栄
養
価

の
算
定
、
廃
棄
量
の
調
査
、
労
働
者
の
し
好
調
査
、
栄
養
指
導
等
を
衛
生
管
理
者
及
び
給
食
関
係
者
と
協
力
し

て
行
う
���
よ
う
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
栄
養
士
が
、
食
品
材
料
の
調
査
又
は
選
択
、
献
立
の
作
成
、
栄
養
価
の
算
定
、
廃
棄
量
の
調
査
、

労
働
者
の
し
好
調
査
、
栄
養
指
導
等
を
衛
生
管
理
者
及
び
給
食
関
係
者
と
協
力
し
て
行
な
う

�
�
�
��
よ
う
に
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
実
務
の
経
験
）

（
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
実
務
の
経
験
）

第
百
十
三
条
の
二

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
実
務
の
経
験
は
、
第
一
号
及
び
第

二
号
の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
百
十
三
条
の
二

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
実
務
の
経
験
は
、
第
一
号
及
び
第

二
号
の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、

社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
、
視
能
訓
練
士
、
義
肢
装
具
士
、
歯
科
衛
生
士
、
言
語
聴
覚
士
、
あ
ん
摩
マ
ッ

サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
、
柔
道
整
復
師
、
栄
養
士
、
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
��
又
は
精
神
保
健
福
祉
士
が
、

そ
の
資
格
に
基
づ
き
当
該
資
格
に
係
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

一

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、

社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
、
視
能
訓
練
士
、
義
肢
装
具
士
、
歯
科
衛
生
士
、
言
語
聴
覚
士
、
あ
ん
摩
マ
ッ

サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
、
柔
道
整
復
師
、
栄
養
士
又
は
精
神
保
健
福
祉
士
が
、
そ
の
資
格
に

基
づ
き
当
該
資
格
に
係
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

二

（
略
）

二

（
略
）

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
九
条

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
二
十
一
条

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
」
と

い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ

き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
こ
の
節
か
ら
第
五
節
ま
で
に
お
い
て
「
短
期
入

所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
定
員
（
当
該
指
定
短
期

入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
利
用
者

（
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
。
以
下

こ
の
節
及
び
次
節
並
び
に
第
百
三
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
か
ら
第
四
節

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四
十
人
を
超
え
な
い
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
他
の
社
会
福

祉
施
設
等
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第

四
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
二
十
一
条

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
」
と

い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ

き
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
こ
の
節
か
ら
第
五
節
ま
で
に
お
い
て
「
短
期
入

所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
定
員
（
当
該
指
定
短
期

入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
利
用
者

（
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
。
以
下

こ
の
節
及
び
次
節
並
び
に
第
百
三
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
か
ら
第
四
節

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四
十
人
を
超
え
な
い
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
他
の
社
会
福

祉
施
設
等
の
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営

を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
四
号
の
栄
養
士
を

置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

一
以
上

四

栄
養
士

一
以
上

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
四
十
条
の
二
十
七

基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
ご
と

に
置
く
べ
き
従
業
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ

り
当
該
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ

て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
三
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

第
百
四
十
条
の
二
十
七

基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
ご
と

に
置
く
べ
き
従
業
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
基
準
該
当

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
処
遇

に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
三
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

一
以
上

三

栄
養
士

一
以
上

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
四
十
二
条

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
」
と

い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ

き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の

員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
百
四
十
二
条

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
」
と

い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ

き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の

員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養

介
護
事
業
所
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
（
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
介
護
職
員
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養

�
�
�
�
�
�
��

士�
の
員
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
利
用
者
（
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所

療
養
介
護
事
業
者
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
短
期
入
所
療
養

介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
八
十
六
条
に

規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い

て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
又
は

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
五
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当

該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
と
し
て

必
要
と
さ
れ
る
数
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

一

介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養

介
護
事
業
所
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
（
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
介
護
職
員
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
栄
養
士
の
員
数
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
利
用
者
（
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
と
指

定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
八
十
六
条
に
規
定
す
る
指
定
介

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営

さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
又
は
指
定
介
護
予
防
短

期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
五
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
介
護
老
人
保
健

施
設
の
入
所
者
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数

が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

二

療
養
病
床
（
医
療
法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
病

院
又
は
診
療
所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事

業
所
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
（
同
法
に
規
定
す
る
看
護
補
助
者
を
い
う
。
）
、

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
及
び
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
の
員
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
法
に
規
定
す
る
療

養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す

る
。

二

療
養
病
床
（
医
療
法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
病

院
又
は
診
療
所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事

業
所
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
（
同
法
に
規
定
す
る
看
護
補
助
者
を
い
う
。
）
、

栄
養
士
及
び
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
の
員
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
法
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有
す
る

病
院
又
は
診
療
所
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事

業
所
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
栄
養
士

又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
の
員
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
利
用
者
を
当
該
介
護
医
療
院
の
入
所
者
と
み
な
し
た
場
合
に
お

け
る
法
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す

る
。

四

介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事

業
所
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
栄
養
士

の
員
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
利
用
者
を
当
該
介
護
医
療
院
の
入
所
者
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
法
に
規
定
す

る
介
護
医
療
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
〜
11

（
略
）

２
〜
11

（
略
）

12

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護

事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の

効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
つ

い
て
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指

導
員
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い

こ
と
が
で
き
る
。

12

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護

事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の

効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
介

護
老
人
福
祉
施
設
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
よ
り
当
該
事
業

所
の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

13

（
略
）

13

（
略
）

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
十
二
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

入
所
定
員
が
四
十
人
を
超
え
な
い
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
又�

は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
��
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
五
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

入
所
定
員
が
四
十
人
を
超
え
な
い
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
と

の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

で
あ
っ
て
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
五
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

一
以
上

五

栄
養
士

一
以
上

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

９

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事

業
所
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と

い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基

準
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
又
は
指
定

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

９

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事

業
所
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と

い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基

準
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
又
は
指
定

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
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ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三

十
六
号
。
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設

型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
そ
の

他
の
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
、

機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行

わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三

十
六
号
。
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設

型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
つ
い
て

は
、
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の

他
の
職
員
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
五
十
六
条

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
地
域

密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
入
所
者
の
処

遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
五
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
地
域
密
着
型
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い

と
き
は
、
第
五
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

一
以
上

五

栄
養
士

一
以
上

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

９

第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
生
活

相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い

て
は
、
次
に
掲
げ
る
本
体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員

に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

９

第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
生
活

相
談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本

体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ

ト
型
居
住
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理

員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員

一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

生
活
相
談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の

職
員

二

介
護
老
人
保
健
施
設

支
援
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
、
理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療

法
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
従
業
者

二

介
護
老
人
保
健
施
設

支
援
相
談
員
、
栄
養
士
、
理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
又
は
調
理
員
、
事

務
員
そ
の
他
の
従
業
者

三

介
護
医
療
院

栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
従
業
者

三

介
護
医
療
院

栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
従
業
者

四

病
院

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
（
病
床
数
百
以
上
の
病
院
の
場
合
に
限
る
。
）

四

病
院

栄
養
士
（
病
床
数
百
以
上
の
病
院
の
場
合
に
限
る
。
）

五

（
略
）

五

（
略
）

10
・
11

（
略
）

10
・
11

（
略
）

12

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
又
は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
若
し
く
は
指
定
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

の
事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
生
活
相
談
員
、
栄
養

士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
密
着

型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
、

事
務
員
そ
の
他
の
職
員
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

12

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
又
は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
若
し
く
は
指
定
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

の
事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
生
活
相
談
員
、
栄
養

士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員
に
よ
り
当
該
事
業
所

の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

13
〜
15

（
略
）

13
〜
15

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
健
康
増
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

健
康
増
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
給
食
施
設
に
お
け
る
栄
養
士
等
）

（
特
定
給
食
施
設
に
お
け
る
栄
養
士
等
）

第
八
条

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
置
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
特
定
給
食
施
設
の
う
ち
、
一
回
三
百
食
又
は
一
日
七
百
五
十
食
以
上
の
食
事
を
供
給
す
る
も
の
の
設
置
者

は
、
当
該
施
設
に
置
か
れ
る
こ
れ
ら
の
者

�
�
�
�
�
��
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
は
管
理
栄
養
士
で
あ
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
置
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
特
定
給
食
施
設
の
う
ち
、
一
回
三
百
食
又
は
一
日
七
百
五
十
食
以
上
の
食
事
を
供
給
す
る
も
の
の
設
置
者

は
、
当
該
施
設
に
置
か
れ
る
栄
養
士

�
�
�
��
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
は
管
理
栄
養
士
で
あ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
三
十
一
条

（
略
）

第
百
三
十
一
条

（
略
）

２
〜
12

（
略
）

２
〜
12

（
略
）

13

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
指
定
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
、

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
若
し

く
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
生

活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介

護
老
人
福
祉
施
設
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
よ
り
当
該
事
業

所
の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

13

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
指
定
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
、

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
若
し

く
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
生

活
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
生

活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
利
用
者
の
処
遇
が

適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

14
〜
17

（
略
）

14
〜
17

（
略
）

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
二
十
九
条

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
こ
の

節
か
ら
第
五
節
ま
で
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
定
員
（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
指
定

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
利
用
者
（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
者
が
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介

第
百
二
十
九
条

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
こ
の

節
か
ら
第
五
節
ま
で
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
定
員
（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
指
定

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
利
用
者
（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
者
が
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
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一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

一
以
上

四

栄
養
士

一
以
上

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
と
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
条

に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的

に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
指

定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
並
び
に
第
百
三
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の

上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
か
ら
第
四
節
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四
十
人
を
超
え
な
い
指
定
介
護
予
防
短
期

入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
と
の
連
携
を
図
る

こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
四
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
を
置
か
な
い

こ
と
が
で
き
る
。

護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
と
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
条

に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的

に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
指

定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
並
び
に
第
百
三
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の

上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
か
ら
第
四
節
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四
十
人
を
超
え
な
い
指
定
介
護
予
防
短
期

入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、

利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
四
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
八
十
条

基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事

業
所
ご
と
に
置
く
べ
き
従
業
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）

の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
と
の
連
携

を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
三
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
八
十
条

基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事

業
所
ご
と
に
置
く
べ
き
従
業
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）

の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ

り
当
該
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
三
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

一
以
上

三

栄
養
士

一
以
上

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

第
百
八
十
七
条

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業

所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
介

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
百
八
十
七
条

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業

所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
介

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
（
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
い

う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
介
護
職
員
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
栄

養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
の
員
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
利
用
者
（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業

者
が
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防

短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
と
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
一
条
に

規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的

に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
又
は

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
九
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
介
護
老

人
保
健
施
設
の
入
所
者
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
と
し
て
必
要
と
さ

れ
る
数
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

一

介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
（
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
い

う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
介
護
職
員
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
及
び
栄

養
士
の
員
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
利
用
者
（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
が
指
定
短
期
入

所
療
養
介
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
療

養
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

護
の
事
業
と
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
一
条
に
規
定
す
る
指
定
短

期
入
所
療
養
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
又
は
指
定
短
期
入
所
療

養
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
九
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入

所
者
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
が
確
保
さ

れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

二

療
養
病
床
（
医
療
法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
病

院
又
は
診
療
所
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短

期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
（
同
法
に
規
定
す
る
看
護

補
助
者
を
い
う
。
）
、
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
及
び
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
の
員
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
法
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に

必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

二

療
養
病
床
（
医
療
法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
病

院
又
は
診
療
所
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短

期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
（
同
法
に
規
定
す
る
看
護

補
助
者
を
い
う
。
）
、
栄
養
士
及
び
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
の
員
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
法
に
規
定
す
る

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と

す
る
。
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三

（
略
）

三

（
略
）

四

介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短

期
入
所
療
養
介
護
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士

及
び
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
の
員
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
利
用
者
を
当
該
介
護
医
療
院
の
入
所
者
と
み
な
し

た
場
合
に
お
け
る
法
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数

以
上
と
す
る
。

四

介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短

期
入
所
療
養
介
護
に
置
く
べ
き
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士

及
び
栄
養
士
の
員
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
利
用
者
を
当
該
介
護
医
療
院
の
入
所
者
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る

法
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
食
事
）

（
食
事
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
栄
養
士

又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
を
置
か
な
い
と
き
は
、
献
立
の
内
容
、
栄
養
価
の
算
定
及
び
調
理
の
方
法
に
つ
い
て
保
健
所

等
の
指
導
を
受
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
に
栄
養
士

を
置
か
な
い
と
き
は
、
献
立
の
内
容
、
栄
養
価
の
算
定
及
び
調
理
の
方
法
に
つ
い
て
保
健
所
等
の
指
導
を
受
け

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
食
事
）

（
食
事
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

障
害
者
支
援
施
設
は
、
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
障
害
者
支
援
施
設
に
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養

�
�
�
�
�
�
��

士�
を
置
か
な
い
と
き
は
、
献
立
の
内
容
、
栄
養
価
の
算
定
及
び
調
理
の
方
法
に
つ
い
て
保
健
所
等
の
指
導
を
受

け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

障
害
者
支
援
施
設
は
、
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
障
害
者
支
援
施
設
に
栄
養
士
を
置
か
な
い
と

き
は
、
献
立
の
内
容
、
栄
養
価
の
算
定
及
び
調
理
の
方
法
に
つ
い
て
保
健
所
等
の
指
導
を
受
け
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
職
員
配
置
の
基
準
）

（
職
員
配
置
の
基
準
）

第
十
一
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
所
定

員
が
四
十
人
以
下
又
は
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
効

果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
入
所
者
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
が
な
い

第
十
一
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
所
定

員
が
四
十
人
以
下
又
は
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
効
果
的
な
運
営
を
期

待
す
る
こ
と
が
で
き
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
入
所
者
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）
に

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

一
以
上

四

栄
養
士

一
以
上

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２
〜
９

（
略
）

２
〜
９

（
略
）

10

第
一
項
第
四
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
及
び
同
項
第
五
号
の
事
務
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
一
人
は
、
常

勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

第
一
項
第
四
号
の
栄
養
士
及
び
同
項
第
五
号
の
事
務
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
一
人
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

11
〜
13

（
略
）

11
〜
13

（
略
）

場
合
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
軽
費
老

人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
第
六
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

あ
っ
て
は
第
四
号
の
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
第
六
号
の
調

理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
職
員
配
置
の
基
準
）

（
職
員
配
置
の
基
準
）

第
三
十
七
条

都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、

入
所
者
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
が
な
い
都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
栄
養
士
又
は
���

管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
��
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
等
の
都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
第
六
号
の
調
理

員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
七
条

都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、

入
所
者
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
が
な
い
都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
栄
養
士
を
、

調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
等
の
都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
第
六
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ

と
が
で
き
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

一
以
上

四

栄
養
士

一
以
上

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

附

則

附

則

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
の
職
員
配
置
の
基
準
）

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
の
職
員
配
置
の
基
準
）

第
六
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
併
設

す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
、
事
務
員
、
医
師
又
は
調
理
員
そ
の
他
の
職
員

と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
（
入
所
者

に
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
第
五
号
の
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養

�
�
�
�
�
�
�
�
�

士�
、
第
六
号
の
事
務
員
、
第
七
号
の
医
師
又
は
第
八
号
の
調
理
員
そ
の
他
の
職
員
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委

託
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
に
あ
っ
て
は
第
八
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
併
設

す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
栄
養
士
、
事
務
員
、
医
師
又
は
調
理
員
そ
の
他
の
職
員
と
の
連
携
を
図
る
こ
と

に
よ
り
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
（
入
所
者
に
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ

ス
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
第
五
号
の
栄
養
士
、
第
六
号
の
事
務
員
、
第
七
号
の
医
師
又
は

第
八
号
の
調
理
員
そ
の
他
の
職
員
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
に
あ
っ
て
は
第

八
号
の
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�

一
以
上

五

栄
養
士

一
以
上

六
〜
八

（
略
）

六
〜
八

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

９

第
一
項
第
五
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
は
、
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
一
項
第
五
号
の
栄
養
士
は
、
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10
・
11

（
略
）

10
・
11

（
略
）

（
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
令
和
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
職
員
配
置
の
基
準
）

（
職
員
配
置
の
基
準
）

第
九
条

女
性
自
立
支
援
施
設
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
調
理
業

務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
の
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条

女
性
自
立
支
援
施
設
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
調
理
業

務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
の
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



三

栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
又
は
調
理
員

一
以
上

三

栄
養
士
又
は
調
理
員

一
以
上

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。





別添２
















